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電子申請原則化に向けた取組の説明
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１．概要
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システム利用未開始

まずはご自身の自治体のステータスをご確認ください

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

システム利用開始済み 電子申請原則化済み

電子申請未原則化 電子申請原則化の流れ

システム利用未開始 第１～６期利用開始準備

第７期利用開始予定

3

電子申請利用準備に関する伴走支

援のご案内

電子申請原則化の現状

２

4

特に今年度人事異動で新規で着任された場合、

必ず電子申請の利用状況をご確認ください

ステータス 関連箇所

第６回向け

更新済み
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２．電子申請利用準備に関する伴走支援のご案内
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伴走支援の実施スケジュール

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

第６期自治体向けには令和７年２月から事前説明会、３～９月に相談会を実施し、第７期自治体向けに

は令和７年５月より事前説明会、６～12月で相談会を行いました。

第1～５期

第７期
利用開始
自治体

3月 4月 5月

利用開始後相談会

チェックリスト回答

事前説明会

利用開始前相談会

利用開始前相談会

事前説明会

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和７年 令和８年

利用開始後相談会

第６期
利用開始
自治体

対象自治体

第１～５期利用開始自治体対象 第１～６期利用開始自治体対象

第６回向け

更新済み
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伴走支援の特別相談会を

令和８年1～３月で週次で開催しています。

これからの支援をご希望の場合はお早めに、

相談会へご参加ください。

【伴走支援事務局】株式会社三菱総合研究所

rouken-portal@ml.mri.co.jp

第６回向け

更新済み

mailto:rouken-portal@ml.mri.co.jp
mailto:rouken-portal@ml.mri.co.jp
mailto:rouken-portal@ml.mri.co.jp
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令和８年１～３月伴走支援 特別相談会

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

⚫ 令和７年12月25日に、令和７年12月１日時点で、電子申請届出システム上の受付件数が一定数未

満の指定権者様に一斉にメールにてご案内差し上げております。

⚫ ご参加をご希望される場合は、事前に参加申込フォームに必ずご回答の上、ご参加ください。

⚫ 特別相談会では、３月までの間、短い期間中に利用準備完了ができるよう、ポイントを押さえてご

支援しております。

初回参加用自治体向け

相談会
1月6日（火）～3月31日（火） 毎週火曜日 13:00‐14:00

2回目以降参加自治体向け

相談会
1月8日（木）～3月26日（木） 毎週木曜日 11:00-12:00

第６回向け

追加
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自治体向け利用準備資料のご紹介

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

本システムの準備の流れや詳細の対応事項等は、自治体向け手引きでご紹介しています。

電子申請届出システム デモ環境 アーカイブ情報一覧からダウンロードしてください。

本システムの地方公共団体向け手引きの構成・イメージ

出所）電子申請届出システム デモ環境 アーカイブ情報一覧 【電子申請届出システム】「自治体（指定権者）向け利用準備参考資料（令和６年１0月18日更新）」につきまして

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/ index.php?act ion _sh inse i _s tat ic _a rch ive=true 閲覧日：令和6年12月2日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_archive=true
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電子申請届出システムの利用開始のための簡易チェックリスト

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

 ヘルプデスク（helpdesk_shinsei@kaigokensaku.mhlw.go. jp ）からメールにて発行されたログインのため

の ID/PWをご確認ください。

 上記で確認した ID/PWを用いて画面ではなく、正常にログイン画面が表示されるかご確認ください。自治体ログイン

画面が表示されない場合は、URLが正しいか今一度ご確認の上、上記、ヘルプデスクまでにお問合せください。

指定権者用受付サブシステム：https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/

 本システムの利用開始や、利用開始に当たり見直した内容を管内介護事業所・施設へ周知してください。

 現在、指定権者内の介護保険関連条例・規則等（施行規則を含む）にて電子申請を受け付けることが可能になっている

か、電子申請の受付を開始する前に必ず法令ご担当者様へご確認ください。

 もし、介護保険関連条例・規則等上で電子申請の取り扱いが明確に示されていない場合は、別途改定せず、介護保険法

施行規則を根拠として受け付ける方向でご検討ください。

 この機会に、介護事業所の文書負担軽減の観点より省略できる必要添付書類があるかご検討ください。

 添付書類を省略する場合は、①介護事業所への周知、②システム上の添付書類の設定（ヘルプデスクへのマスタ情報の

再提出）をお願いいたします。

 指定関連申請・届出にて手数料の徴収を行っているか確認してください。

 手数料を徴収していて、介護事業所へ納付のエビデンスの提出を求めている場合は、本システム上でエビデンス提出が

できるよう見直しをご検討ください。（本システムでの手数料徴収機能はございません）

 本システム上では、指定権者別に案内メッセージや添付書類の一覧のカスタマイズを行っています。正しい情報が設定

されているか適宜、介護事業所用申請届出サブシステムよりGビズ IDにてログインしてご確認ください。

介護事業所・施設への周知 ゴール

介護事業所側の画面確認

自治体内の業務運用手順等
の見直し

手数料徴収方法の見直し

必要添付書類の見直し

電子申請を可能とする自治体
の条例・規則等の見直し

本システムのログイン確認

必須

必須

必須

 本システムでは「受付開始登録」と「受付結果登録」の２回、指定権者側での操作が必要です。

 電子決裁等の環境がなく、紙で決済・保管等を行っている場合はシステムより申請ファイルをダウンロードして印刷する

ことが必要です。

 電子で受付事務を行っている場合は、本システムよりダウンロードしたファイルをそのままご活用ください。

 事業所台帳登録については、お使いの事業所台帳システムへの連携方法をご確認ください。

第６回向け

追加

mailto:helpdesk_shinsei@kaigokensaku.mhlw.go.jp
https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/
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ネットワーク環境の確認・設定

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

本システムを利用するために、LGWAN接続系の端末を用意する必要があります。

また本システムを利用開始する前に、自治体ログイン用URLに接続し、ログイン可能であることを

確認します。

準備・確認事項

本システムを使用可能な端末
環境

• 原則として三層分離されている領域の、LGWAN接続系の端末から接続する必要があります。
本システムを利用する自治体や外部業者においてLGWAN接続系の端末がない場合には、
LGWAN接続系の端末を準備いただくか、LGWAN接続に必要なネットワーク環境を整備いただく、
またはインターネット接続系の端末から接続する等を検討する必要があります。

• 本システムは、以下OS・ブラウザーの端末環境で使用可能となります。
各自治体・外部業者で、当該環境に対応したOS・ブラウザーの準備が必要となります。

➢ OS： Windows8.1,10 、MAC OS X 10.15
➢ ブラウザー： Microsoft Edge、Safari、Google Chrome

※各ブラウザーが保証する最新バージョンを利用すること

端末・ネットワーク環境確認
完了のチェックリスト

• 本システムにアクセス予定のすべての端末（LGWAN端末）の用意を終えている。
※委託先や、広域連合傘下の各自治体がアクセスする予定がある場合には、それら各関係者の端末含む。

• 本システムを利用する端末（LGWAN端末）で、自治体ログイン用URLに接続し、エラー画面ではなく、
正常にログイン画面が表示される。
※試行及び事業者側操作画面の事業者ログイン用の画にアクセスしたい場合、インターネット接続用の端末

からの接続する必要があるためご注意ください。
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電子申請を可能とする自治体の条例・規則等の見直し

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」による指摘を受け、介護保険法施行規則等を

改正し、当該手続きは原則として本システムを使用する旨等が規定されました。

経過措置期限である令和８年３月３１日までに全ての地方公共団体において本システムの利用開始

することが法令上求められています。

（申請等の手続における電子情報処理組織の使用）第百六十五条の七

次に掲げる申請、申出又は届出（以下この条に（新設）おいて「申請等」という。）は、厚生労働省の使

用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この条において同じ。）と申請等を行おうとする者の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、

当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに当該情報が記録されるもの（やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことが

できない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。）により提出しなければ

ならない。

介護保険法施行規則の改正内容
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※介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について（通知）

（老発 0331 第７号 令和５年３月31日）

https : //www.mhlw.go . jp/content/12201000/001087767.pdf

電子申請を可能とする自治体の条例・規則等の見直し

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

条例・規則の見直しを行う際は、介護保険法施行規則を根拠として、電子申請の受付に関する条例・

規則等の見直しが可能か、ご検討ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001087767.pdf
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自治体内の業務運用手順等の見直し

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

以上の本システム導入に必要な対応と並行して、本システム導入後の自治体内における業務運用手順

を整理しておく必要があります。業務運用手順の見直しは、本システムを利用する全自治体にて共通

で必要な準備事項です。

電子申請届出システム 電子決裁システム

申請届出書類の
ファイルダウンロード

 し し

  

 備なし

 備あり

申請届出受付結果登録

外
部
業
者

  表

 
 

申請届出書類の
ファイルダウンロード

 し し

（連 ）
決裁

受理決定

  
 備なし

 備あり

ステータス 更
（受付  受付済み）

出所）電子申請届出システム デモ環境 アーカイブ情報一覧 【電子申請届出システム】「自治体（指定権者）向け利用準備参考資料（令和６年１0月18日更新）」につきまして

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/ index.php?act ion _sh inse i _s tat ic _a rch ive=true 閲覧日：令和6年12月2日）より一部改 

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_archive=true
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自治体内の業務運用手順等の見直し

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

業務フローは大きく以下①の通り分類することが可能です。当てはまる分類を基に、自治体向け

手引きの付属資料「業務フロー図」（②）を確認し、業務フローの基本形を確認してください。

 受付開始時に事業所台帳管理システム

に登録【パターン A】 

受付完了後に事業所台帳管理システムに 

登録【パターン B】 

手入力 JSON入力 手入力 JSON入力 

代理入力あり A-1 A-3 B-1 B-3 

代理入力なし A-2 A-4 B-2 B-4 

 

①業務フローの
分類確認

②該当する業務フロー
の確認

出所）電子申請届出システム デモ環境 アーカイブ情報一覧 【電子申請届出システム】「自治体（指定権者）向け利用準備参考資料（令和６年１0月18日更新）」につきまして

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/ index.php?act ion _sh inse i _s tat ic _a rch ive=true 閲覧日：令和6年12月2日）より一部改 

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_archive=true
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介護事業所画面の確認方法

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

地方公共団体より介護事業所画面（申請届出サブシステム）を確認する方法は、①デモ環境による確

認、②GビズIDによる確認の２種類があります。

デモ環境は共通IDにより事業所側の操作の一連の流れが確認できますが、地方公共団体別のマスタ

内容が登録された画面の確認のためにはGビズIDによるログインが必要です。
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電子申請原則化の経過措置期限は

令和８年３月31日をもって終了します。

必ず令和８年３月までに

管内事業所への電子申請原則化の

ご案内・周知をお願いいたします！

第６回向け

追加
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介護事業所・施設への周知

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

見直した内容は必要に応じて介護事業所・施設へ周知してください。

主に周知が必要な事項とその内容は以下の通りです。

介護事業所・施設へ周知が必要な事項 周知する内容

本システムについて 申請書類の提出方法 申請書類の提出方法について、本システムを介した方法を選択できることを周知し
てください。
添付書類の提出方法を見直す場合は、 更後の提出方法も周知してください。

本システムの利用方法 本システムの案内チラシ等も活用しながら、本システムへのアクセスや操作方法に
ついて周知してください。

本システムを利用した電子申請・
届出の開始時期

本システムを利用した電子申請届出の受付開始時期を周知してください。

提出資料について 様式例の 更 様式例を 更する場合、 更後の様式例を周知してください。

必要添付書類の 更 必要添付書類の簡素化や見直しを行った場合、必要な書類の種類や様式を周知し
てください。

その他 手数料の支払い方法 手数料の徴収方法を 更する場合は、 更後の支払い方法も周知してください。
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介護事業所・施設への周知

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

自治体向け手引きには本システムの案内チラシ（案）が掲載されています。介護事業所・施設へ

本システムの運用開始をアナウンスする際にご活用ください。

＜自治体手引きのひな型＞ ＜兵庫県神戸市様の事例＞

出所）電子申請届出システム デモ環境 アーカイブ情報一覧 【電子申請届出システム】「自治体（指定権者）向け利用準備参考資料（令和６年１0月18日更新）」につきまして

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/ index.php?act ion _sh inse i _s tat ic _a rch ive=true 閲覧日：令和6年12月2日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_archive=true
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事業所向けリーフレット

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

⚫ 令和７年11月、事業所向けリーフレットを含めた自治体向け利用準備資料が更新されました。

⚫ 電子申請届出システム デモ環境 アーカイブ情報一覧からダウンロードしてください。

第６回向け

追加
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事業所向けリーフレット１

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

第６回向け

追加
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事業所向けリーフレット２

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

第６回向け

追加
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事業所向けリーフレット３

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

第６回向け

追加
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３．電子申請原則化の流れ
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電子申請原則化のスケジュール

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

まだ利用開始していない事業所や利用原則化をしていない指定権者におかれましては、なるべく事業

所側が原則化に備えられるように、周知・案内をお願い申し上げます。

管
内
事
業
所
に
お
け
るG

ビ
ズI

D

の

取
得
・
操
作
試
行
等
の
準
備

指
定
権
者
・
管
内
事
業
所
両
方
に
お

け
る
電
子
申
請
の
体
得

管
内
事
業
所
へ
の
電
子
申
請
受
付
開

始
の
周
知

指
定
権
者
に
お
け
る
電
子
申
請
受
付

指
定
権
者
に
お
け
る
利
用
開
始
準
備

電
子
申
請
の
受
付
原
則
化

令和８年４月１日

以降必須

第６回向け

修正
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電子申請原則化の流れ

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

電
子
申
請
の
割
合

利用開始状況

利用開始前 習熟期間

⚫ 指定権者：管内事業所

への利用開始に向け

た周知

⚫ 介護事業所：準備が

整った事業所より電子

申請開始

⚫ 指定権者：最初の申請

を処理しながら業務手

順を整理

⚫ 介護事業所：上記周知

を受けての事前準備

（GビズIDの発行等）

指定権者側も余裕をもって業務

手順を整理することができます

利用開始が遅れている事業所

適宜

フォロー

利用開始と原則化が

同時期になる場合、指定権者・

事業所ともに習熟時間なしで

全件電子申請を行うことに

電子申請

原則化

利用開始

⚫ 指定権者：整理した

業務手順をもとに増

えた電子申請件数

に対応

⚫ 介護事業所：遅れる

事業所なく全体電子

申請可能

指定権者・介護事業所両方の習熟のために、なるべく令和７年度の早い時期より利用開始や周知をし

てください。

第６回向け

修正
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４．電子申請原則化の現状
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電子申請届出システムの利用に係る指定申請事務等の負担軽減状況アンケート

調査 概要

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

⚫ 調査目的：全国の地方公共団体を対象として、電子申請届出システムの利用開始状況別に、本シス

テムの利用により削減された時間や変更した業務フロー、介護事業所に対するフォロー体制等について整

理するとともに、本システムの利用の効果を定量的・定性的に検証・評価する。

⚫ 調査対象：全国の介護サービス事業所の指定権者（約1700カ所）

⚫ 調査時期：令和７年10～令和８年1月

⚫ 調査方法：電子調査票の配布・WEB回収

⚫ 集計時点：令和7年11月21日まで回答があった指定権者 計613カ所（本資料では速報集計結果

であることに留意）

※SA：単一回答、MA：複数回答、NU：数値回答

第６回向け

修正
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電子申請届出システムの利用開始状況

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

⚫ 電子申請届出システムを利用開始済みである地方公共団体が約8割、利用開始済み地方公共団体

における受付方法のうち、電子申請が占めている割合は約１割でした。

全
体

は
い

い
い
え

無
回
答

613 498 112 3

100.0% 81.2% 18.3% 0.5%

件数
割合

Q1_2.電子申請届出システム利用開始の有無(SA)

全
体

0
%

１
％
～

２
０
％

２
１
％
～

４
０
％

４
１
％
～

６
０
％

６
１
％
～

８
０
％

８
１
％
～

１
０
０
％

無
回
答

平
均

（
％

）

標
準
偏
差

中
央
値

件数 498 32 140 89 99 71 55 12 41.19 29.90 40.00

割合 100.0% 6.4% 28.1% 17.9% 19.9% 14.3% 11.0% 2.4%

件数 498 106 214 81 41 25 19 12 21.70 24.73 10.00

割合 100.0% 21.3% 43.0% 16.3% 8.2% 5.0% 3.8% 2.4%

件数 498 485 2 0 0 0 0 11 0.02 0.32 0.00

割合 100.0% 97.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2%

件数 498 131 179 81 51 31 13 12 21.71 24.66 10.00

割合 100.0% 26.3% 35.9% 16.3% 10.2% 6.2% 2.6% 2.4%

件数 498 458 16 4 4 3 2 11 1.89 10.01 0.00

割合 100.0% 92.0% 3.2% 0.8% 0.8% 0.6% 0.4% 2.2%

件数 498 145 269 36 13 13 10 12 11.67 19.57 5.00

割合 100.0% 29.1% 54.0% 7.2% 2.6% 2.6% 2.0% 2.4%

件数 498 479 4 1 1 0 2 11 0.60 6.85 0.00

割合 100.0% 96.2% 0.8% 0.2% 0.2% 0.0% 0.4% 2.2%

持参

紙媒体の郵送・ＦＡＸ

電子媒体の郵送（ＣＤ・ＤＶＤ等）

電子メール

ｗｅｂシステム

電子申請届出システム

その他

Q2_4.受付方法利用割合_マトリクス(NU)

第６回向け

追加
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GビズIDの取得状況

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

⚫ 電子申請届出システムを利用開始している地方公共団体のうち、GビズIDを取得している地方公

共団体は約６割、そのうちプライムIDのみを利用している地方公共団体が約５割でした。

⚫ GビズIDを取得していない地方公共団体の理由としては、「ＧビズＩＤの取得によるメリットが少な

いため」や「自治体内で携帯電話を用意できないため」が約５割でした。

Q3_1.GビズIDの取得(SA)

全
体

は
い

い
い
え

無
回
答

498 299 199 0

100.0% 60.0% 40.0% 0.0%

件数
割合

全
体

プ
ラ
イ
ム
Ｉ
Ｄ
の
み
を

利
用
し
て
い
る

メ
ン
バ
ー

Ｉ
Ｄ
の
み
を

利
用
し
て
い
る

プ
ラ
イ
ム
Ｉ
Ｄ
と
メ
ン

バ
ー

Ｉ
Ｄ
の
両
方
を
利

用
し
て
い
る

無
回
答

299 158 39 102 0

100.0% 52.8% 13.0% 34.1% 0.0%

件数
割合

Q3_2.GビズIDの区分(SA)

全
体

取
得
に
必
要
な
書
類
の

準
備
に
手
間
が
か
か
る

た
め

自
治
体
内
で
携
帯
電
話

を
用
意
で
き
な
い
た
め

Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
の
取
得
に

よ
る
メ
リ

ッ
ト
が
少
な

い
た
め

取
得
に
向
け
手
続
き
中

そ
の
他

無
回
答

199 59 90 105 5 28 1

29.6% 45.2% 52.8% 2.5% 14.1% 0.5%

件数
割合

Q3_5.GビズIDを取得しない理由(MA)

第６回向け

追加
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事業所台帳システムへの連携状況

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

⚫ 電子申請届出システムを利用開始している地方公共団体における事業所台帳システムへの連携状

況については、いまだに手入力の地方公共団体が約６割でした。

⚫ 連携機能を活用していない地方公共団体の理由としては、「申請届出の件数が少なく、手入力で十

分であるため」が約４～５割でした。

Q3_17.申請届出内容の事業所台帳システムへの反映方法(SA)
全
体

担
当
者
に
よ
る
事
業
所
台
帳
シ
ス
テ
ム
へ

の
手
入
力

台
帳
連
携
用
の
フ

ァ
イ
ル

（
Ｊ
Ｓ
Ｏ
Ｎ
形

式

）
の
登
録

Ａ
Ｐ
Ｉ
連
携

自
治
体
で
事
業
所
台
帳
シ
ス
テ
ム
を
保
有

し
て
お
ら
ず

、
他
の
自
治
体
に
代
理
入
力

を
依
頼
し
て
い
る

そ
の
他

無
回
答

498 314 142 3 21 18 0

100.0% 63.1% 28.5% 0.6% 4.2% 3.6% 0.0%

件数
割合

Q3_18_1.事業所台帳システムとの連携機能の活用状況_
申請・届出別の連携状況_マトリクス(SA)

全
体

連
携
機
能
を
活
用
し
て

い
る

連
携
機
能
を
活
用
し
て

い
な
い

無
回
答

件数 145 101 42 2

割合 100.0% 69.7% 29.0% 1.4%

件数 145 123 22 0

割合 100.0% 84.8% 15.2% 0.0%

件数 145 102 42 1

割合 100.0% 70.3% 29.0% 0.7%

件数 145 92 52 1

割合 100.0% 63.4% 35.9% 0.7%

変更届出

更新申請

指定に関するその他の申請・届出

新規指定申請

Q3_18_2.事業所台帳システムとの連携機能の活用状況_連携機能を活用していない理由_マトリクス(MA)
全
体

事
業
所
台
帳
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
に
関

す
る
検
討
が
進
ん
で
い
な
い
た
め

事
業
所
台
帳
シ
ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
ー

と
の

契
約
内
容
に
関
す
る
調
整
が
進
ん
で
い

な
い
た
め

事
業
所
台
帳
シ
ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
ー

と
の

契
約
に
か
か
る
予
算
面
の
調
整
が
進
ん

で
い
な
い
た
め

事
業
所
台
帳
シ
ス
テ
ム
の
連
携
の
た
め

の
改
修
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル
の
調
整
が
進
ん

で
い
な
い
た
め

事
業
所
台
帳
シ
ス
テ
ム
の
連
携
の
た
め

の
改
修
中
で
あ
る
た
め

申
請
届
出
の
件
数
が
少
な
く

、
手
入
力

で
十
分
で
あ
る
た
め

事
業
所
台
帳
シ
ス
テ
ム
へ
の
登
録
内
容

の
履
歴
管
理
が
難
し
い
た
め

そ
の
他

無
回
答

件数 42 2 0 0 0 0 20 2 24 0

割合 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 47.6% 4.8% 57.1% 0.0%

件数 22 1 0 0 0 0 11 5 8 0

割合 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 22.7% 36.4% 0.0%

件数 42 1 0 0 0 0 16 5 23 0

割合 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 38.1% 11.9% 54.8% 0.0%

件数 52 3 0 0 0 0 25 4 24 0

割合 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 48.1% 7.7% 46.2% 0.0%

新規指定申請

変更届出

更新申請

指定に関するその他の申請・届出

第６回向け

追加

電子申請原則化以降は

電子での申請の件数が増えるため、

業務負担軽減のため、事業所台帳

システムとの連携も積極的に

ご活用ください。
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電子申請分の印刷状況

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

⚫ 電子申請届出システムを利用開始している地方公共団体における印刷状況については、全てもし

くは一部を印刷している地方公共団体が約８割でした。

⚫ 印刷している理由としては、審査・決裁・保管いずれもが約７～８割でした。

全
体

電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム
で
受
け

付
け
た
申
請
届
出
の
全
て
を
印
刷

し
て
い
る

電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム
で
受
け

付
け
た
申
請
届
出
の
一
部
を
印
刷

し
て
い
る

電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム
で
受
け

付
け
た
申
請
届
出
を
印
刷
す
る
こ

と
は
な
い

無
回
答

498 339 92 67 0

100.0% 68.1% 18.5% 13.5% 0.0%

件数
割合

Q3_20.電子申請届出システムで受け付けた申請届出の印刷の有無(SA)

全
体

申
請
届
出
内
容
の
審
査

の
た
め

申
請
届
出
の
決
裁
の
た

め 申
請
届
出
の
保
管
の
た

め そ
の
他

無
回
答

431 311 322 337 15 1

72.2% 74.7% 78.2% 3.5% 0.2%

件数
割合

Q3_21.電子申請届出システムで受け付けた申請届出を印刷している理由(MA)

第６回向け

追加

電子申請原則化以降は

電子での申請の件数が増えるため、

電子ファイルでの  ・決裁・保管

も前向きにぜひご検討ください。
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全
体

事
業
所
の
Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
の
発
行
状
況
に
つ

い
て
把
握
し
て
い
る

事
業
所
へ
Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
の
発
行
を
促
し
て

い
る

事
業
所
の
電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム
へ
の

登
録
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る

事
業
所
へ
電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム
へ
の

登
録
を
促
し
て
い
る

事
業
所
の
電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム
の
利

用
状
況
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る

電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
い

な
い
事
業
所
へ
の
状
況
把
握
や
フ
ォ
ロ
ー

等
を
行

っ
て
い
る

電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
申
請
届

出
を
原
則
と
し
て
い
る

上
記
の
い
ず
れ
に
も
対
応
し
て
い
な
い

無
回
答

498 20 183 12 235 12 30 119 163 2

4.0% 36.7% 2.4% 47.2% 2.4% 6.0% 23.9% 32.7% 0.4%

件数
割合

事業所への周知状況

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

⚫ 管内事業所への周知状況については、ホームページが約８割と最も多く、次いで通知等や集団指導

時の周知が約５割でした。

⚫ システムの利用促進の取組については事業所へのシステム登録の促しが約５割、Gビズ発行の促し

が約４割でした。
Q4_1.管轄介護事業所に対する電子申請届出システム周知状況(MA)

全
体

事
業
者
に
通
知
等
で
周

知
し
て
い
る

チ
ラ
シ
や
周
知
文
書
を

配
布
し

、
周
知
し
て
い

る Ｈ
Ｐ
で
周
知
し
て
い
る

管
下
事
業
者
の
メ
ー

リ

ン
グ
リ
ス
ト
で
周
知
し

て
い
る

集
団
指
導
時
に
周
知
し

て
い
る

運
営
指
導
時
に
周
知
し

て
い
る

別
途

、
研
修
会
や
説
明

会
を
開
催
し
て
い
る

周
知
し
て
い
な
い

そ
の
他

無
回
答

498 266 77 376 159 245 45 23 18 15 0

53.4% 15.5% 75.5% 31.9% 49.2% 9.0% 4.6% 3.6% 3.0% 0.0%

件数
割合

Q4_2.電子申請届出システム利用促進の取組状況(MA)

第６回向け

追加
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電子申請原則化の取組状況１

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

⚫ 電子申請届出システムを利用開始している地方公共団体に利用原則化の状況については、既にシ

ステムの利用を原則としているところが約３割でした。

⚫ 既に原則としているところの利用原則化の開始時期は「利用開始から１か月以内」が約５割でした。

事業所への周知方法については、ホームページが約８割でした。

Q7_1.電子申請届出システムの利用原則化の取組(SA)

全
体

既
に
電
子
申
請
届
出
シ

ス
テ
ム
の
利
用
を
原
則

と
し
て
い
る

ま
だ
電
子
申
請
届
出
シ

ス
テ
ム
の
利
用
を
原
則

に
し
て
い
な
い

無
回
答

498 166 331 1

100.0% 33.3% 66.5% 0.2%

件数
割合

Q7_2.電子申請届出システムの利用原則化の開始時期(SA)

全
体

シ
ス
テ
ム
利
用
開
始
か

ら
１
か
月
以
内

シ
ス
テ
ム
利
用
開
始
か

ら
３
か
月
以
内

シ
ス
テ
ム
利
用
開
始
か

ら
６
か
月
以
内

シ
ス
テ
ム
利
用
開
始
か

ら
１
年
以
内

シ
ス
テ
ム
利
用
開
始
か

ら
１
年
以
上

無
回
答

166 90 13 20 28 15 0

100.0% 54.2% 7.8% 12.0% 16.9% 9.0% 0.0%

件数
割合

第６回向け

追加

全
体

事
業
者
に
通
知
等
で
周
知
し
た

チ
ラ
シ
や
周
知
文
書
を
配
布
し

、
周
知
し

た Ｈ
Ｐ
で
周
知
し
た

管
下
事
業
者
の
メ
ー

リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
周

知
し
た

集
団
指
導
時
に
周
知
し
た

運
営
指
導
時
に
周
知
し
た

研
修
会
や
説
明
会
を
開
催
し
た

（
集
団
指

導
時
に
周
知
し
た

、
運
営
指
導
時
に
周
知

し
た
を
除
く

）

周
知
し
て
い
な
い

そ
の
他

無
回
答

166 97 15 139 49 80 16 10 3 7 0

58.4% 9.0% 83.7% 29.5% 48.2% 9.6% 6.0% 1.8% 4.2% 0.0%

件数
割合

Q7_4.管轄内の介護事業所に対する、電子申請届出システムの利用原則化の周知方法(MA)
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電子申請原則化の取組状況２

電子申請原則化に向けて必要な取組の説明

⚫ 既に原則としている地方公共団体にてシステム以外の方法で申請・届出を行ってきた事業所への

対応については、従来通りに受理している地方公共団体が約５割、一旦受理し、次回以降はシステ

ムでの提出を求める地方公共団体が約４割でした。

⚫ 一方、事業所がシステムを利用しない理由としては、GビズIDの理由が約７割と最も多く、次いで

システムに対応できる人材や急ぎの申請の都合等が約５割でした。

全
体

申
請
・
届
出
を
受
理
せ
ず

、
電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム

で
の
再
提
出
を
求
め
て
い
る

（
や
む
を
得
な
い
事
情
が

あ
る
場
合
を
除
く

）

申
請
・
届
出
を
受
理
す
る
が

、
次
回
以
降
は
電
子
申
請

届
出
シ
ス
テ
ム
で
の
提
出
を
求
め
る
旨
を
案
内
し
て
い

る 特
に
対
応
方
針
は
定
め
て
お
ら
ず

、
従
来
通
り
申
請
・

届
出
を
受
理
し
て
い
る

そ
の
他

無
回
答

166 13 64 81 2 6

100.0% 7.8% 38.6% 48.8% 1.2% 3.6%

件数
割合

Q7_6.電子申請届出システムの利用原則化後、当該システム以外の方法で
申請・届出を行ってきた事業所への対応(SA)

第６回向け

追加
全
体

電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム
の
利
用
が
原
則
化
さ
れ
た
こ
と
を

事
業
所
が
認
識
し
て
い
な
い
た
め

事
業
所
内
に
Ｐ
Ｃ
や
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
が
整
備
さ
れ
て
お
ら

ず

、
シ
ス
テ
ム
を
利
用
で
き
る
環
境
に
な
い
た
め

Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
の
取
得
や
管
理
が
で
き
て
お
ら
ず

、
ロ
グ
イ
ン

や
申
請
手
続
き
が
進
め
ら
れ
な
い
た
め

電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム
の
操
作
方
法
が
難
し
く

、
事
業
所

内
で
対
応
で
き
る
人
材
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め

電
子
申
請
届
出
シ
ス
テ
ム
の
利
用
方
法
に
関
す
る
情
報
提
供

や
研
修
が
不
十
分
で

、
事
業
所
の
担
当
者
が
使
い
方
を
理
解

で
き
て
い
な
い
た
め

急
ぎ
申
請
・
届
出
が
必
要
な
場
合
に

、
電
子
申
請
届
出
シ
ス

テ
ム
以
外

（
窓
口
で
の
直
接
提
出
等

）
の
方
が
迅
速

、
確
実

と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め

そ
の
他

無
回
答

166 56 24 108 90 79 84 15 7

33.7% 14.5% 65.1% 54.2% 47.6% 50.6% 9.0% 4.2%

件数
割合

Q7_7.電子申請届出システムの利用原則化後も、事業所が当該システムを利用しない
理由(MA)
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